
千歳市登録手話通訳者

千歳市社会福祉協議会では、聴覚等に障がいがあるため意思
疎通が困難な方からの依頼に対して、手話通訳者を派遣して
います。
聴覚障がい者と健聴者とのコミュニケーション支援のため、
手話通訳者として千歳市に登録を希望される方の審査を実施
します。

１．対 象： 千歳市内在住の満２０歳以上の方

２．と き ： 令和７年３月８日（土）１３:００～１４：３０

３．と こ ろ： 千歳市社会福祉協議会事務所

４．審査内容：①手話実技審査（読み取り・聞き取り）

②面接試験 ③小論文

５.申込書類： 申込書（指定用紙）

小論文テーマ「ろう者から学ぶ手話の魅力とは」

６.受付期間：

★問い合わせ・申請先
〒０６６－００４２
千歳市東雲町１丁目１１番地
千歳市社会福祉協議会
地域福祉課地域福祉係(専従手話通訳者)

TEL０１２３－２７－２５２５
FAX０１２３－２７－２５２８

令和７年１月７日（火）～２月28日（金）まで

ご応募

お待ちし

てます！


